
 

公私連携型保育所ななつぼし 

令和７年度の一時預かり 事前登録について 

 

公私連携型保育所ななつぼしの一時預かりの利用については、事前の登録が必要となり

ます。 

登録は年度ごとの更新となり、令和７年４月１日以降に利用をご希望の方は、以下の手

続きが必要となります。 

 

【令和６年度（R６.４～R７.３月）に登録済みの方】 

  ・４月の一時預かり予約については、通常通り予約を承ります。（予約受付は、利用希 

望日の 1 カ月前より） 

  ・令和７年度用の利用申込書類を４月１日以降のご利用の際にお持ちください。 

※食材チェック表、および本人確認書類も改めて提出していただきます。 

 

 

【令和６年度に登録されていない方】 

  ・４月１日以降に登録を受け付けます。登録後に予約が可能となります。 

登録は事前の予約が必要となります。また登録の際にはお子さんと一緒にお越しくだ 

さい。 

  ・一時預かりの詳細については、「一時預かり事業 利用のしおり」をご覧ください。 

 

 

令和７年度用の利用のしおり、および利用申込書類は事務室でお渡ししています。 

また、こどもの城のホームページよりダウンロードできます（3/4 以降）。 

 

 

不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

公私連携型保育所ななつぼし 

０４６―２０４－１０５５ 

（お問い合わせ受付 平日９：００～１７：００） 

 


